
JP 4636256 B2 2011.2.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転舵輪が固定されたハブ盤を回転可能に軸支するハブキャリアと、
　そのハブキャリアと車両本体との間に差し渡されて略水平に延びかつ上下に傾動可能な
ロワーアームとを有するサスペンション機構を備えた車両のうち、前記転舵輪毎に別々に
設けられて各転舵輪を転舵する転舵装置であって、
　前記転舵輪の転舵中心であるキングピン軸と略同軸上に、転舵モータと、前記転舵モー
タのステータを含む装置本体と、前記転舵モータにより前記装置本体に対して回動駆動さ
れる転舵出力部とを配置して備え、
　前記装置本体は、前記ハブキャリアに対して内側の略水平方向から対向する位置に配置
されて前記ハブキャリアに固定され、
　前記転舵出力部は、前記装置本体の下側に配置されて前記ロワーアームに等速ジョイン
トを介して固定されたことを特徴とする転舵装置。
【請求項２】
　前記サスペンション機構は、前記ハブキャリアと前記車両本体との間で略水平に延びか
つ上下に傾動可能アッパーアームを前記ロワーアームの上方に配置して備え、それらアッ
パーアームとロワーアームとの先端間に前記ハブキャリアを挟持したダブルウィッシュボ
ーンサスペンション機構であり、
　前記装置本体は、前記アッパーアームと前記ロワーアームとに挟まれた領域に配置され
たことを特徴とする請求項１に記載の転舵装置。
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【請求項３】
　前記サスペンション機構は、前記ハブキャリアの上端部と前記車両本体との間が、前記
キングピン軸と同軸上に延びたダンパーで連結されたストラッドサスペンション機構であ
り、
　前記装置本体は、前記ロワーアームと前記ダンパーとに挟まれた領域に配置されたこと
を特徴とする請求項１に記載の転舵装置。
【請求項４】
　転舵輪が固定されたハブ盤を回転可能に軸支したハブキャリアと、
　前記ハブキャリアの下端部と車両本体との間に差し渡されて略水平方向に延び、前記車
両本体に対して上下に傾動可能なロワーアームと、
　前記転舵輪の転舵中心であるキングピン軸と同軸上に配置されて、前記ハブキャリアの
上端部から斜め上方に延び、前記車両本体と前記ハブキャリアとの間で伸縮するダンパー
とを有したストラッドサスペンション機構搭載の車両のうち、前記転舵輪毎に別々に設け
られて各転舵輪を転舵する転舵装置であって、
　前記キングピン軸と略同軸上に、転舵モータと、前記転舵モータのステータを含む装置
本体と、前記転舵モータにより前記装置本体に対して回動駆動される転舵出力部とを配置
して備え、
　前記装置本体を、前記ダンパーの下端部と前記ハブキャリアの上端部との間に挟みかつ
それらダンパーの下端部とハブキャリアの上端部との何れか一方に固定し、他方に前記転
舵出力部を固定したことを特徴とする転舵装置。
【請求項５】
　入力軸と出力軸とを同軸上に備えた減速機を前記装置本体に設け、前記減速機の入力軸
に前記転舵モータの回転軸を連結する一方、前記減速機の出力軸に前記転舵出力部を連結
したことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の転舵装置。
【請求項６】
　前記転舵モータはダイレクトドライブモータであって、そのダイレクトドライブモータ
のステータが前記装置本体を構成すると共に、ダイレクトドライブモータのロータが前記
転舵出力部を構成したことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の転舵装置。
【請求項７】
　前記サスペンション機構は、マルチリンクサスペンション機構であることを特徴とする
請求項１に記載の転舵装置。
【請求項８】
　転舵輪が固定されたハブ盤を回転可能に軸支したハブキャリアと、
　前記ハブキャリアの下端部と車両本体との間に差し渡されて略水平方向に延び、前記車
両本体に対して上下に傾動可能なロワーアームと、
　前記転舵輪の転舵中心であるキングピン軸と平行な軸上に配置されて、前記ハブキャリ
アの上端部から斜め上方に延び、前記車両本体と前記ハブキャリアとの間で伸縮するダン
パーとを有したマルチリンクサスペンション機構搭載の車両のうち、前記転舵輪毎に別々
に設けられて各転舵輪を転舵する転舵装置であって、
　前記キングピン軸と略同軸上に、転舵モータと、前記転舵モータのステータを含む装置
本体と、前記転舵モータにより前記装置本体に対して回動駆動される転舵出力部とを配置
して備え、
　前記装置本体を、前記ダンパーに固定されたリンク部材と前記ハブキャリアの上端部と
の間に挟みかつそれらリンク部材とハブキャリアの上端部との何れか一方に固定し、他方
に前記転舵出力部を固定したことを特徴とする転舵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に備えた複数の転舵輪を独立して転舵可能な転舵装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、この種の転舵装置として、図６に示したコンセプトカーに搭載された転舵装置１
が知られている。この転舵装置１は、左右の転舵輪２，２の上方にそれぞれ設けられ、図
７（Ａ）に示すように鉛直方向を向いた鉛直出力シャフト３を転舵モータ４で回転駆動す
る。そのために、転舵モータ４の回転軸が水平方向に向けられ、転舵モータ４のロータシ
ャフト４Ｒにウォームギヤ４Ｇが固定されている（図７（Ｂ）参照）。そして、そのウォ
ームギヤ４Ｇと、鉛直出力シャフト３に固定されたウォームホイール３Ｇとが噛合してい
る。また、鉛直出力シャフト３の下端部には回転盤５が固定されており、その回転盤５か
ら垂下されたアーム６の下端部に転舵輪２が回転可能に軸支されている。これにより、転
舵モータ４にて鉛直出力シャフト３を回転駆動すると、各転舵輪２が鉛直出力シャフト３
の回転中心をキングピン軸Ｊ１にして転舵する（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－１１２３００号公報（段落［００２４］、第３図，第４図
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、車両には、路面の凹凸による振動を吸収するためにサスペンション機構が不
可欠である。その代表例のダブルウィッシュボーンサスペンション機構やストラッドサス
ペンション機構は、車両本体から略水平横方向に延びた可動アームを備え、その可動アー
ムの先端に連結されたハブキャリアにハブ盤が回転可能に軸支されている。そして、ハブ
盤に転舵輪が固定され、可動アームとハブキャリアとの連結部分を通過するキングピン軸
を中心にして転舵輪が転舵する。
【０００４】
　しかしながら、上記した従来の転舵装置１では、ウォームホイール３Ｇとウォームギヤ
４Ｇとを介して転舵モータ４と鉛直出力シャフト３とが連結されているため、転舵モータ
４がキングピン軸Ｊ１から離れた配置となり（図７（Ｂ）参照）、転舵装置１を設置する
ためには、キングピン軸Ｊ１と直交する方向に広い設置スペースが必要であった。
【０００５】
　従って、上記した既存のサスペンション機構のキングピン軸に、転舵装置１の鉛直出力
シャフト３の回転中心を一致させて組み付けた場合には、転舵装置１とハブキャリア等と
が干渉し、その干渉を避けるためには、既存のサスペンション機構を大幅に変更する必要
があると共に、転舵装置１とサスペンション機構とを組み合わせた全体が大型化するとい
う問題が生じていた。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされ、既存のサスペンション機構を大幅に変更せずにそ
のサスペンション機構に組み合わせることが可能であると共に、サスペンション機構に組
み合わせた全体をコンパクトにすることが可能な転舵装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る転舵装置は、転舵輪が固定さ
れたハブ盤を回転可能に軸支するハブキャリアと、そのハブキャリアと車両本体との間に
差し渡されて略水平に延びかつ上下に傾動可能なロワーアームとを有するサスペンション
機構を備えた車両のうち、転舵輪毎に別々に設けられて各転舵輪を転舵する転舵装置であ
って、転舵輪の転舵中心であるキングピン軸と略同軸上に、転舵モータと、転舵モータの
ステータを含む装置本体と、転舵モータにより装置本体に対して回動駆動される転舵出力
部とを配置して備え、装置本体は、ハブキャリアに対して内側の略水平方向から対向する
位置に配置されてハブキャリアに固定され、転舵出力部は、装置本体の下側に配置されて
ロワーアームに等速ジョイントを介して固定されたところに特徴を有する。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の転舵装置において、サスペンション機構は、ハブ
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キャリアと車両本体との間で略水平に延びかつ上下に傾動可能アッパーアームをロワーア
ームの上方に配置して備え、それらアッパーアームとロワーアームとの先端間にハブキャ
リアを挟持したダブルウィッシュボーンサスペンション機構であり、装置本体は、アッパ
ーアームとロワーアームとに挟まれた領域に配置されたところに特徴を有する。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１に記載の転舵装置において、サスペンション機構は、ハブ
キャリアの上端部と車両本体との間が、キングピン軸と同軸上に延びたダンパーで連結さ
れたストラッドサスペンション機構であり、装置本体は、ロワーアームとダンパーとに挟
まれた領域に配置されたところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項４の発明に係る転舵装置は、転舵輪が固定されたハブ盤を回転可能に軸支したハ
ブキャリアと、ハブキャリアの下端部と車両本体との間に差し渡されて略水平方向に延び
、車両本体に対して上下に傾動可能なロワーアームと、転舵輪の転舵中心であるキングピ
ン軸と同軸上に配置されて、ハブキャリアの上端部から斜め上方に延び、車両本体とハブ
キャリアとの間で伸縮するダンパーとを有したストラッドサスペンション機構搭載の車両
のうち、転舵輪毎に別々に設けられて各転舵輪を転舵する転舵装置であって、キングピン
軸と略同軸上に、転舵モータと、転舵モータのステータを含む装置本体と、転舵モータに
より装置本体に対して回動駆動される転舵出力部とを配置して備え、装置本体を、ダンパ
ーの下端部とハブキャリアの上端部との間に挟みかつそれらダンパーの下端部とハブキャ
リアの上端部との何れか一方に固定し、他方に転舵出力部を固定したところに特徴を有す
る。
【００１１】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４の何れかに記載の転舵装置において、入力軸と出力
軸とを同軸上に備えた減速機を装置本体に設け、減速機の入力軸に転舵モータの回転軸を
連結する一方、減速機の出力軸に転舵出力部を連結したところに特徴を有する。
【００１２】
　請求項６の発明は、請求項１乃至４の何れかに記載の転舵装置において、転舵モータは
ダイレクトドライブモータであって、そのダイレクトドライブモータのステータが装置本
体を構成すると共に、ダイレクトドライブモータのロータが転舵出力部を構成したところ
に特徴を有する。
【００１３】
　請求項７の発明は、請求項１に記載の転舵装置において、サスペンション機構は、マル
チリンクサスペンション機構であるところに特徴を有する。
【００１４】
　請求項８の発明に係る転舵装置は、転舵輪が固定されたハブ盤を回転可能に軸支したハ
ブキャリアと、ハブキャリアの下端部と車両本体との間に差し渡されて略水平方向に延び
、車両本体に対して上下に傾動可能なロワーアームと、転舵輪の転舵中心であるキングピ
ン軸と平行な軸上に配置されて、ハブキャリアの上端部から斜め上方に延び、車両本体と
ハブキャリアとの間で伸縮するダンパーとを有したマルチリンクサスペンション機構搭載
の車両のうち、転舵輪毎に別々に設けられて各転舵輪を転舵する転舵装置であって、キン
グピン軸と略同軸上に、転舵モータと、転舵モータのステータを含む装置本体と、転舵モ
ータにより装置本体に対して回動駆動される転舵出力部とを配置して備え、装置本体を、
ダンパーに固定されたリンク部材とハブキャリアの上端部との間に挟みかつそれらリンク
部材とハブキャリアの上端部との何れか一方に固定し、他方に転舵出力部を固定したとこ
ろに特徴を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　［請求項１の発明］
　請求項１の転舵装置では、転舵輪の転舵中心であるキングピン軸と略同軸上に、転舵モ
ータと、装置本体と、装置本体に対して回動する転舵出力部とを配置して備えたので、キ
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ングピン軸と交差する方向への転舵装置の突出が抑えられる。そして、ハブキャリアに装
置本体を固定し、ロワーアームに等速ジョイントを介して転舵出力部を固定したので、転
舵モータを駆動して各転舵輪を車両本体に対して転舵することができると共に、ロワーア
ームが上下に傾動する際に生じるロワーアームとハブキャリアとの間の角度変化を、等速
ジョイントで吸収することができる。これらにより、従来の転舵装置に比べて既存のサス
ペンション機構の構成を大幅に変更せずに転舵装置を組み合わせることができ、それらサ
スペンション機構と転舵装置とを組み合わせた全体をコンパクトにすることが可能になる
。
【００１６】
　［請求項２の発明］
　転舵輪が駆動されない車両では、ダブルウィッシュボーンサスペンション機構のうちア
ッパーアームとロワーアームとに挟まれた領域がデッドスペースになる。そして、請求項
２の構成では、そのデッドスペースに転舵装置を収めたので省スペース化が図られる。
【００１７】
　［請求項３の発明］
　転舵輪が駆動されない車両では、ストラッドサスペンション機構のうちロワーアームと
ダンパーとに挟まれた領域がデッドスペースになる。そして、請求項３の構成では、その
デッドスペースに転舵装置を収めたので省スペース化が図れる。
【００１８】
　［請求項４の発明］
　請求項４の転舵装置では、転舵モータと、装置本体と、装置本体に対して回動する転舵
出力部とが、キングピン軸と略同軸上に配置されているので、キングピン軸と交差する方
向への転舵装置の突出が抑えられる。これにより、従来の転舵装置に比べて既存のストラ
ッドサスペンション機構の構成を大幅に変更せずに転舵装置を組み合わせることができか
つ、それらストラッドサスペンション機構と転舵装置とを組み合わせた全体をコンパクト
にすることが可能になる。
【００１９】
　［請求項５の発明］
　請求項５の構成によれば、転舵モータの出力をその転舵モータの同軸上に配置された減
速機で減速して転舵出力部に伝達することができる。
【００２０】
　［請求項６，７，８の発明］
　請求項６の構成によれば、転舵モータがダイレクトドライブモータであるから、減速機
構を設けずに比較的大きな出力トルクを発生させハブキャリアに付与することができる。
なお、本発明は、マルチリンクサスペンション機構を備えた車両の転舵装置に適用するこ
ともできる（請求項７，８の発明）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の一実施形態を図１及び図２に基づいて説明する。図１には、車両の前輪
１０（本発明に係る「転舵輪」に相当する）を支持するダブルウィッシュボーンサスペン
ション機構１１Ｗが示されている。ダブルウィッシュボーンサスペンション機構１１Ｗは
、車両本体１２から水平横方向に延びたアッパーアーム１３とロワーアーム１４とを備え
ている。これらアッパーアーム１３とロワーアーム１４とは上下方向で対向し、車両本体
１２に対して上下に傾動可能に連結されている。また、アッパーアーム１３は、ロワーア
ーム１４より短くなっており、その短い分だけ、車両本体１２におけるアッパーアーム１
３の傾動支持部が、ロワーアーム１４の傾動支持部より前輪１０側に配置されている。そ
して、アッパーアーム１３とロワーアーム１４の先端部が前輪１０に対して略同じ位置ま
で接近しており、それらアッパーアーム１３とロワーアーム１４の先端部の間にハブキャ
リア１５が挟持されている。また、ハブキャリア１５には、図示しないハブ盤が回転可能
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に軸支されており、そのハブ盤に前輪１０が固定されている。
【００２２】
　ロワーアーム１４のうち先端寄り位置には、ダンパー１７の下端部が傾動可能に連結さ
れている。ダンパー１７は、ロワーアーム１４から斜め内側上方に延びてアッパーアーム
１３を通過し、車両本体１２における前輪１０の斜め上方部分（図示せず）に連結されて
いる。また、ダンパー１７の外側には、その上端寄り位置に圧縮コイルスプリング１８が
挿通され、ダンパー１７の伸縮に伴ってこの圧縮コイルスプリング１８も伸縮するように
なっている。
【００２３】
　アッパーアーム１３の先端部とハブキャリア１５の上端部とは、ボールジョイント１６
によって連結されている。このボールジョイント１６は、アッパーアーム１３に回転自在
に保持されたボール部１６Ｂからシャフト１６Ｓを突出して備え、そのシャフト１６Ｓが
ハブキャリア１５の上端部に固定されている。
【００２４】
　ハブキャリア１５のうち略水平横方向の内側を向いた内面１５Ｎには、本発明に係る転
舵装置２０が固定されている。図２に示すように転舵装置２０の装置本体２０Ｈは、円筒
形の本体ケース２１の内部に差動式減速機３０及び転舵モータ４０を収容してなる。差動
式減速機３０及び転舵モータ４０は、共に全体として略円柱形状をなし、本体ケース２１
の同軸上に配置されている。詳細には、転舵モータ４０は、本体ケース２１内に嵌合固定
されたモータハウジング４１を備え、モータハウジング４１の内面にはステータ４３が固
定されている。また、ステータ４３の内側にロータ４５が挿通されて、モータハウジング
４１の両端部に設けられたベアリング４２，４２により回転可能に軸支されている。さら
に、転舵モータ４０の上端部には、回転位置センサ５０（例えば、レゾルバ）が備えられ
、この回転位置センサ５０によってロータ４５の回転位置を検出することができる。
【００２５】
　差動式減速機３０は、本体ケース２１のうち転舵モータ４０の下端部に収容されている
。差動式減速機３０は、入力回転リング３１と出力回転リング３２とを同軸上に並べて備
えている。また、入力回転リング３１は本体ケース２１に固定され、出力回転リング３２
は本体ケース２１に対して回転可能に支持されている。これら入力回転リング３１及び出
力回転リング３２の内周面には、細かい複数の歯が形成されると共に、例えば、入力回転
リング３１の歯数が、出力回転リング３２の歯数より２ｎ歯（以下、「ｎ」は１以上の整
数とする）だけ少なくなっている。また、入力回転リング３１及び出力回転リング３２の
内側には共通して可撓リング３３が嵌合されている。その可撓リング３３の外周面には、
入力回転リング３１及び出力回転リング３２の歯に共通して噛合可能な細かい複数の歯が
備えられている。
【００２６】
　可撓リング３３の内側には、モータ入力盤３４が配置され、そのモータ入力盤３４と可
撓リング３３との間には複数のボール３５が収容されている。モータ入力盤３４の外周形
状は略楕円形になっており、これにより可撓リング３３がモータ入力盤３４に対応した略
楕円形に弾性変形し、可撓リング３３の歯と入力回転リング３１及び出力回転リング３２
の歯とが周方向の２箇所で噛合している。
【００２７】
　モータ入力盤３４には転舵モータ４０のロータ４５が一体回転可能に連結されている。
そして、転舵モータ４０の駆動によりモータ入力盤３４が回転すると、可撓リング３３と
入力回転リング３１及び出力回転リング３２との噛合位置が周方向で移動していき、入力
回転リング３１に対して出力回転リング３２が、歯数が少ない分（２ｎ歯分）だけ多く回
転する。即ち、入力回転リング３１に対して出力回転リング３２が差動する。
【００２８】
　入力回転リング３１の下方には、転舵出力部材５６（本発明に係る「転舵出力部」に相
当する）が設けられている。転舵出力部材５６は、円板体５６Ａの下面中心から円筒部５
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６Ｂを突出した構造をなしている。一方、ロワーアーム１４の先端部からは上方に向けて
固定支柱５７が起立しており、この固定支柱５７の上端部が円筒部５６Ｂ内に収容され、
これら固定支柱５７と円筒部５６Ｂとによって等速ジョイント５８が構成されている。具
体的には、固定支柱５７の上端部は、側方に膨出した形状をなし、その膨張部分の周面に
は複数の縦溝５７Ｍが形成されている。また、これに対応して円筒部５６Ｂの内周面にも
複数の縦溝５６Ｍが形成され、これら円筒部５６Ｂの縦溝５６Ｍと固定支柱５７の縦溝５
７Ｍとを対向させた部分にそれぞれボール５９が収容されている。これにより、円筒部５
６Ｂと固定支柱５７とが全方向に相対的に傾動可能かつ、転舵出力部材５６と固定支柱５
７とが一体回転可能に連結されている。なお、この等速ジョイント５８は、ゴムブーツ２
０Ｂによって覆われている。
【００２９】
　さて、転舵装置２０は、等速ジョイント５８における円筒部５６Ｂの中心と、ボールジ
ョイント１６（図１参照）のボール部１６Ｂの中心とを結ぶ線上に、装置本体２０Ｈの中
心軸（即ち、転舵モータ４０及び差動式減速機３０の中心軸）を配置した状態にしてハブ
キャリア１５に固定されている。そのために、図１に示すように、本体ケース２１の側面
から例えば１対の対座突片２１Ｔが張り出しており（図１には、一方の対座突片２１Ｔの
みが示されている）、これに対応してハブキャリア１５からは１対の台座突部１５Ｔが突
出している。そして、台座突部１５Ｔに対座突片２１Ｔを重ねて、対座突片２１Ｔを貫通
したボルトにより本体ケース２１がハブキャリア１５に固定されている。
【００３０】
　本実施形態の転舵装置２０の構成は以上である。この転舵装置２０は、車両における左
右の前輪毎に別々に設けられ、ステアバイワイヤシステムの一部を構成している。即ち、
この車両では、図示しないステアリング（ハンドル）と前輪１０との間が機械的に切り離
され、ステアリングの操舵角を舵角センサ（図示せず）で検出し、その舵角センサの検出
結果に応じて操舵制御装置（図示せず）が各転舵装置２０の転舵モータ４０を駆動し、各
前輪１０を転舵する。具体的には、転舵モータ４０が駆動されると、転舵装置２０Ｈに対
して転舵出力部材５６が回転する。ここで、転舵出力部材５６は、等速ジョイント５８を
介してロワーアーム１４に固定されているので、転舵装置２０Ｈがロワーアーム１４に対
して回転し、その転舵装置２０Ｈと共にハブキャリア１５がアッパーアーム１３及びロワ
ーアーム１４に対して旋回する。この結果、前輪１０が、装置本体２０Ｈの中心軸をキン
グピン軸Ｊ１にして転舵する。
【００３１】
　ところで、車両の走行中に路面の凹凸を通過すると、アッパーアーム１３及びロワーア
ーム１４が上下に傾動し、前輪１０が車両本体１２に対して上下動する。そして、ダンパ
ー１７と圧縮コイルスプリング１８とにより路面の凹凸による衝撃を吸収する。ここで、
アッパーアーム１３及びロワーアーム１４の傾動に伴って、ハブキャリア１５とアッパー
アーム１３との間の角度及びハブキャリア１５とロワーアーム１４との間の角度が僅かに
変化する。本実施形態では、これら角度の変化をボールジョイント１６と等速ジョイント
５８とにより吸収することができる。
【００３２】
　このように本実施形態の転舵装置２０によれば、転舵モータ４０及び差動式減速機３０
を含む装置本体２０Ｈと、装置本体２０Ｈに対して回動する転舵出力部材５６とをキング
ピン軸Ｊ１と略同軸上に配置したので、キングピン軸Ｊ１と交差する方向への転舵装置２
０の突出が抑えられる。これにより、従来の転舵装置に比べて既存のダブルウィッシュボ
ーンサスペンション機構の構成を大幅に変更せずに転舵装置２０を組み合わせることがで
き、ダブルウィッシュボーンサスペンション機構１１Ｗと転舵装置２０とを組み合わせた
全体をコンパクトにすることが可能になる。また、本実施形態では、ダブルウィッシュボ
ーンサスペンション機構１１Ｗのうちアッパーアーム１３とロワーアーム１４とに挟まれ
たデッドスペースに転舵装置２０を収めたので省スペース化が図られる。これにより、ダ
ブルウィッシュボーンサスペンション機構１１Ｗと転舵装置２０とを組み合わせた全体を
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、より一層コンパクトにすることが可能になる。
【００３３】
　［第２実施形態］
　本実施形態は、図３に示されており、ストラッドサスペンション機構１１Ｓに支持され
た前輪１０を転舵装置２０にて転舵する構成になっている。ストラッドサスペンション機
構１１Ｓでは、ハブキャリア１５の上端部にダンパー支持部１５Ｃが備えられ、そのダン
パー支持部１５Ｃにダンパー１７の下端部が回転可能かつ直動不能に連結されている。ま
た、ダンパー１７の上端部は、車両本体１２に対して傾動可能かつダンパー１７の軸回り
に回転不能に固定されている。さらに、ダンパー１７は、前輪１０の転舵中心のキングピ
ン軸Ｊ１と同軸上に延びている。そして、ハブキャリア１５に固定された転舵装置２０と
ロワーアーム１４の先端部とが等速ジョイント５８を介して連結されている。上記構成以
外は、第１実施形態と同様であるので、同一部位には同一符号を付して重複説明を省略す
る。
【００３４】
　本実施形態の構成によれば、転舵モータ４０及び差動式減速機３０を含む装置本体２０
Ｈと、装置本体２０Ｈに対して回動する転舵出力部材５６とが、キングピン軸Ｊ１と略同
軸上に配置されているので、キングピン軸Ｊ１と交差する方向への転舵装置２０の突出が
抑えられる。これにより、従来の転舵装置に比べて既存のストラッドサスペンション機構
の構成を大幅に変更せずに転舵装置２０を組み合わせることができ、それらストラッドサ
スペンション機構１１Ｓと転舵装置２０とを組み合わせた全体をコンパクトにすることが
可能になる。また、ストラッドサスペンション機構１１Ｓのうちロワーアーム１４とハブ
キャリア１５におけるダンパー１７との連結部分とに挟まれたデッドスペースに転舵装置
２０を収めたので転舵装置２０とストラッドサスペンション機構１１Ｓとを組み合わせた
全体をよりコンパクトにすることが可能になる。
【００３５】
　［第３実施形態］
　本実施形態は、図４及び図５に示されている。以下、第２の実施形態と異なる構成に関
してのみ説明し、第２の実施形態と同一の構成に関しては、同一部位には同一符号を付し
て重複説明を省略する。
【００３６】
　即ち、本実施形態では、図４に示すようにハブキャリア１５の上側突部１５Ｃとダンパ
ー１７との間に、本発明に係る転舵装置２０が取りつけられている。この転舵装置２０の
転舵出力部材５６は、円板体５６Ａの下面中心から下側連結軸５６Ｊを突出した構造をな
している。また、本体ケース２１の上端部からは、下側連結軸５６Ｊの同軸上に上側連結
軸２１Ｊが突出している。これら下側連結軸５６Ｊ及び上側連結軸２１Ｊの外周面には、
共に複数の縦溝が形成されている。そして、下側連結軸５６Ｊが、ハブキャリア１５の上
側突部１５Ｃに形成された軸挿入孔に挿入されて回転不能に固定されると共に、上側連結
軸２１Ｊがダンパー１７の下端部に形成した軸挿入孔に挿入されて回転不能に固定されて
いる。
【００３７】
　ハブキャリア１５の下側突部１５Ｂとロワーアーム１４の先端部との間は、ボールジョ
イント１６によって連結されている。具体的には、ボールジョイント１６のボール部１６
Ｂがロワーアーム１４に回転自在に保持され、そのボール部１６Ｂから上方に突出したシ
ャフト１６Ｓがハブキャリア１５の下側突部１５Ｂに固定されている。
【００３８】
　本実施形態の転舵装置２０の構成は以上である。本実施形態の転舵装置２０によっても
上記第２の実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００３９】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
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種々変更して実施することができる。
【００４０】
　（１）前記第１及び第２の実施形態では、転舵モータ４０に差動式減速機３０を組み合
わせた構成になっていたが、転舵モータとしてダイレクトドライブモータを用い、差動式
減速機３０を備えない構成にしてもよい。
【００４１】
　（２）前記第１及び第２の実施形態では、転舵装置２０にて前輪１０を転舵する構成で
あったが、車両に備えた前輪及び後輪のそれぞれに転舵装置を設けて、４輪の全てを転舵
可能としてもよい。
【００４２】
　（３）前記第３実施形態では、転舵装置２０の装置本体２０Ｈがダンパー１７に固定さ
れ、転舵出力部材５６がハブキャリア１５に固定されていたが、それとは逆に、転舵装置
２０の装置本体２０Ｈをハブキャリア１５に固定し、転舵出力部材５６をダンパー１７に
固定してもよい。
【００４３】
　（４）前記各実施形態では、ダブルウィッシュボーンサスペンション機構又はストラッ
ドサスペンション機構を備えた車両の転舵装置に本発明を適用したが、マルチリンクサス
ペンション機構を備えた車両の転舵装置に本発明を適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る転舵装置及びダブルウィッシュボーンサスペンショ
ン機構の側面図
【図２】転舵装置の側断面図
【図３】第２実施形態の転舵装置及びストラッドサスペンション機構の側面図
【図４】第３実施形態の転舵装置及びストラッドサスペンション機構の側面図
【図５】転舵装置の側断面図
【図６】従来の転舵装置を備えた車両の斜視図
【図７】（Ａ）転舵装置の側面図、（Ｂ）転舵装置の平面図
【符号の説明】
【００４５】
　１０　　前輪（転舵輪）
　１１Ｓ　　ストラッドサスペンション機構
　１１Ｗ　　ダブルウィッシュボーンサスペンション機構
　１２　　車両本体
　１３　　アッパーアーム
　１４　　ロワーアーム
　１５　　ハブキャリア
　１９　　ドライブシャフト
　２０　　転舵装置
　２０Ｈ　装置本体
　３０　　差動式減速機
　４０　　転舵モータ
　５６　　転舵出力部材（転舵出力部）
　５７　　固定支柱
　５８　　等速ジョイント
　Ｊ１　　キングピン軸
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              実開平０１－１５２１２８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０４－２３２１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１２０５３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０１４９０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｄ　　　７／１８　　　　
              Ｂ６０Ｇ　　　３／２０　　　　
              Ｂ６０Ｇ　　　３／２８　　　　
              Ｂ６２Ｄ　　　５／０４　　　　
              Ｂ６２Ｄ　　　９／００　　　　
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